
１４

小
平
町
望
洋
台
ス
キ
ー
場
は
、

月

日（
土
）の
オ
ー
プ
ン
に
向

１２

２０

け
て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

当
日
は
、
午
前
９
時
よ
り
リ
フ

ト
の
運
行
を
開
始
し
ま
す
が
、

オ
ー
プ
ン
記
念
と
し
て
リ
フ
ト
料

金
は
無
料
で
す
。

本
年
度
の
シ
ー
ズ
ン
券
の
購
入

受
付
は

月
１
日（
月
）
か
ら
開
始

１２

し
ま
す
。
町
民
に
限
り
、
同
居
し

て
い
る
２
人
以
上
の
家
族
が
同
時

に
シ
ー
ズ
ン
券
を
購
入
す
る
場
合

に
は
、
購
入
額
の

％
を
割
引
す

２０

る
「
町
民
家
族
割
引
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。

こ
の
割
引
制
度
は
、
子
ど
も

（
２
人
以
上
）
だ
け
で
も
、
ま
た
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
子
ど
も
と
い
う

組
み
合
わ
せ
も
適
用
さ
れ
ま
す
の

で
大
変
お
得
で
す
。

■
シ
ー
ズ
ン
券

・・
小
人
（
小
学
生
以
下
）

１
万
１
千
円

・・
中
人
（
中
学
生
）

１
万
３
千
円

・・
大
人
（
高
校
生
以
上
）

２
万
円

◎
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

【
ス
キ
ー
場
オ
ー
プ
ン
前
】

経
済
課
商
工
水
産
係

内
線
２
２
４
・
２
２
５

【
ス
キ
ー
場
オ
ー
プ
ン
後
】

望
洋
台
ス
キ
ー
場

℡

倆
２
２
４
４

５６

■
ス
キ
ー
場
の
営
業
時
間
が
次
の

と
お
り
変
更
に
な
り
ま
す
の
で
、

お
間
違
え
の
な
い
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

※
ナ
イ
タ
ー
営
業
は
、
月
曜
日
～

金
曜
日
と
な
り
ま
す
。（
土
、

日
、
祝
日
は
営
業
し
ま
せ
ん
。）

◎
問
い
合
わ
せ
先

経
済
課
商
工
水
産
係

内
線
２
２
４
・
２
２
５

■

月
は
町
税
等
の

１２

「
収
納
強
調
月
間
」
で
す

町
で
は
、

月
を
町
税
や
使
用

１２

料
等
の
「
収
納
強
調
月
間
」
と
し

て
、
未
納
と
な
っ
て
い
る
方
へ
の

電
話
で
の
督
励
や
個
別
に
お
伺
い

す
る
な
ど
し
、
町
の
収
入
確
保
に

全
庁
的
な
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

■
町
税
、
各
種
使
用
料
等
の

完
納
に
ご
協
力
を
！

年
々
、
国
か
ら
の
地
方
交
付
税

が
減
ら
さ
れ
、
町
財
政
も
ま
す
ま

す
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
状
況
の

中
で
、
町
民
の
皆
様
か
ら
納
め
て

い
た
だ
い
て
い
る
町
税
や
各
種
使

用
料
等
は
、
本
町
の
基
幹
産
業
の

振
興
や
快
適
な
生
活
環
境
の
整
備

な
ど
、
町
民
の
福
祉
向
上
の
実
現

に
向
け
た
各
種
事
業
を
推
進
す
る

う
え
で
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
貴
重
な
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

町
税
等
を
完
納
さ
れ
て
い
る
町

民
の
方
々
と
の
負
担
の
公
平
性
を

保
つ
う
え
で
も
、
滞
納
を
こ
れ
以

上
増
や
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
今

一
度
、
納
付
状
況
を
確
認
の
う
え
、

完
納
に
向
け
た
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
平
成

年

月
よ
り
公
的
年
金

２１

１０

か
ら
住
民
税
が
特
別
徴
収
さ
れ

ま
す

平
成

年

月
以
降
に
支
払
わ

２１

１０

れ
る
老
齢
等
年
金
給
付
に
つ
い
て

特
別
徴
収
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

現
在
口
座
振
替
や
納
付
書
で
お
支

払
い
い
た
だ
い
て
い
る
住
民
税
が
、

老
齢
基
礎
年
金
等
の
公
的
年
金
か

ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。（
個
人
住

民
税
を
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納

付
す
る
方
法
を
普
通
徴
収
と
い
い

ま
す
。）

対
象
と
な
る
方
は
、

歳
以
上

６５

の
公
的
年
金
等
の
受
給
者
（
当
該

年
度
の
初
日
に
老
齢
基
礎
年
金
等

を
受
け
て
い
る
方
）
で
、
個
人
住

民
税
の
納
付
義
務
者
で
す
。

た
だ
し
、
年
金
等
の
給
付
額
が

万
円
未
満
の
場
合
や
特
別
徴
収

１８税
額
が
年
金
給
付
額
の
年
額
を
超

え
る
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

住
民
税
額
確
定
の
た
め
に
必
要

な
申
告
は
３
月

日
ま
で
と
な
っ

１５

て
い
ま
す
。
忘
れ
ず
に
期
限
ま
で

に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

財
政
課
税
務
係

内
線
２
１
６
・
２
１
７

※
財
政
課
税
務
係
で
は
、
町
税
の

納
入
に
関
す
る
相
談
を
い
つ
で

も
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
。

小学３年生の子ども、中学２年生の子どもとお母さんが購入したとき

11，000円（小人）＋13，000円（中人）＋20，000円（大人）＝44，000円

割引額は、44，000円×20％＝8，800円

支払額は、44，000円－8，800円＝35，200円

「
望
洋
台
ス
キ
ー
場
」

営
業
時
間
の
変
更
に
つ
い
て

税
に
関
す
る
お
知
ら
せ

シーズン券の予約は１２月１日（月）開始！

皆さまのご来場を

お待ちしております！

購 入 例

営業時間期 間

9：00～17：0012月20日（予定）～12月30日

9：00～12：0012月31日

休 業１月１日

9：00～17：00１月２日～１月５日

9：00～20：45
1月6日（ナイター開始予定）

～2月17日前後

12：00～20：452月17日前後～2月28日

１２月２０日（土）オープン予定


